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冬季間の上下水道料金について
　
☆冬期間(１月～４月請求分)の上下水道料金について

　地下式の水道メーターについて、冬期間は積雪等のため検針できま

せんので、認定水量での請求となります。過不足分は、４月に検針し

た分と合わせて、５月の請求時に精算することになります。

　冬期認定する水道料金等については、12月に送付する｢冬期間認定

水量のお知らせ｣で確認してください。認定する水量の変更を希望す

る方は、令和２年１月６日(月)までにご連絡ください。

※｢認定水量｣とは、冬期間の使用量を推定したものです。

☆漏水にご注意を

　冬期間は、地下式の水道メーターの検針を行わないため、漏水に気

付かず、５月の精算時に多額の請求になることが例年多く見受けられ

ます。各家庭での水道管の凍結防止対策をお願いします。

※凍結防止には不棟栓で水抜きをしてください。この時バルブの開閉

　は中途半端にせず、最後まで回してください。なお、漏水等の修理

　については、町指定給水設備工事業者にご連絡ください。

☆メーター付近の除雪にご協力ください

　地上式の水道メーターをご使用の方については、冬期間も検針しま

すので、検針員が検針できるようメーター付近の除雪を行うなど、ご

協力をお願いします。

☆長期間不在の方は届出をしてください

　長期間留守にし、水道を使用しない場合は、｢使用中止届｣の提出を

お願いします。

　｢使用中止届｣を提出することで水道料金が発生せず、冬期間の漏水

防止にもなります。

　｢使用中止届｣は上下水道課又は常盤出張所に備え付けているほか、

町ホームページ(http://www.town.fujisaki.lg.jp/)からダウンロー

ドできます。

☆お問合せ　上下水道課総務経営係　☎75ー6025

令和２年「藤崎町新年互礼会」を開催します

　新元号｢令和｣となってはじめての新年を迎えるにあたり、一年の展

望と抱負を皆さんで語り合いませんか。町内在住の方、町内企業等に

お勤めの方であればどなたでも参加できます。皆さんのご参加をお待

ちしています。

☆日　　時　令和２年１月７日(火) 午後３時～　※受付 午後２時～

☆場　　所　町文化センター　３階「多目的ホール」

☆会　　費　3,000円　※会費を添えてお申込みください。

　　　　　　申込時に席図に記載する氏名・所属･役職名等をお知らせください。

☆申込締切　12月24日(火)　正午

　　　　　　※準備の都合上、当日の参加申込はご遠慮ください。

☆申 込 先　町社会福祉協議会　　　　　　565ー2056

　　　　　　藤崎老人福祉センター　　　　　　575ー3232

　　　　　　つがる弘前農業協同組合藤崎支店　575ー3320

　　　　　　津軽みらい農業協同組合常盤支店　565ー3111

            町商工会　　　　　　　　　　575ー2370

☆お問合せ　町商工会　575ー2370

藤崎町プレミアム付商品券のお知らせ(国補助分)

☆事業概要　購入対象者１人につき、最大で25,000円分の商品券を　
　　　　　　20,000円で購入できます。(プレミアム率25％)
　　　　　　※5,000円単位で購入が可能です。
☆購入対象者　
　①令和元年度住民税非課税者　
　※住民税課税者と生計同一の配偶者、扶養親族を除く。
　②３歳未満の子(平成28年４月２日から令和元年９月30日までの間
　　に生まれた子)が属する世帯の世帯主
　※②の場合、申請は不要です。対象者には購入引換券を郵送済みです。
☆販売期間及び販売場所
　販売期間：令和２年２月14日まで(平日のみ)
　販売時間：午前10時～午後４時
　販売場所：町商工会
　※12月14日・15日、令和２年１月11日・12日、２月８日は北常盤駅
　　ぽっぽらでも販売します。
☆使用期間及び使用可能店舗
　使用期間：令和２年２月21日まで
　使用可能店舗：町内のプレミアム付商品券事業に参加する店舗
☆そ の 他
　令和元年度住民税非課税者については、申請期限がありますので、
　ご注意ください。
　※申請期限を令和２年１月17日(金)まで延長しました。

☆申込・お問合せ
　○商品券全般に関すること、住民税非課税者の申請に関すること
　　福祉課福祉係　588ー8195
　○３歳未満児の子育て世帯の購入引換券に関すること　
  　住民課子育て支援係　588ー8184
　○取扱店に関すること　町商工会　575ー2370

パブリックコメントを実施します

　平成27年３月に策定した｢藤崎町子ども・子育て支援事業計画｣が、

今年度末で計画期間を終えることから、国が示す策定指針の改正に
沿った｢ふじさき子ども・子育てプラン(第二期藤崎町子ども・子育て
支援事業計画)｣を策定します。計画期間は、令和２年度から令和６年
度までの５年間です。
 この度、ふじさき子ども・子育てプランの素案を取りまとめました
ので、計画策定の参考とするため、次のとおりパブリックコメント
(意見公募手続)を実施します。

☆意見を募集する計画
　ふじさき子ども・子育てプラン(第二期藤崎町子ども・子育て支援事業計画)
　(概要)｢未来を担う子ども達をみんなで支え、安心して生み育てる
　　　　ことのできるまち｣の実現に向けて、子育て家庭、地域とと
　　　　もに子育て支援に取り組む指針となる計画です。次世代育成
　　　　支援行動計画、新・放課後子どもプラン、子どもの貧困対策
　　　　計画を包含して策定します。

☆意見の募集期間　12月27日(金)～令和２年１月19日(日)（24日間）

☆計画を閲覧できる場所等
　①役場本庁舎　②常盤出張所　③ふれあいずーむ館
　④町ホームページ（http://www.town.fujisaki.lg.jp/）
　⑤町子育てガイドホームページ（http://www.fujisaki-kosodate.jp/）
　※①～③は、開庁時間のみ閲覧できます。

☆意見を提出することができる方
　○町内に住所を有する方　　○町内に勤務する方
　○町内の学校に通学する方　○町内に事務所等がある法人及び団体
　○本計画に利害関係を有する方

☆意見の提出方法
　記入用紙に意見と必要事項(氏名、住所、連絡先)を記入の上、①～
③に設置した意見箱に投函するか、住民課子育て支援係まで郵送、持参、
ファクシミリ及び電子メールのいずれかの方法で提出してください。　

☆そ の 他
　○提出された意見は、計画策定の参考とするほか、後日集約し、
　　氏名・住所・連絡先を除き対応状況を町ホームページで公表しま
　　す。ただし、意見に対する個別の回答は行いません。
　○意見は、電話など口頭では受け付けできません。また、記入漏れ
　　等がある場合は、意見として受け付けできませんのでご注意ください。

☆提出・お問合せ　住民課子育て支援係　
　　　　　　　　　〒038-3803　藤崎町大字西豊田一丁目１番地
　　　　　　　　　588ー8184　FAX　75ー9605 
                  Mail　koso@town.fujisaki.lg.jp



下水道マスコット
キャラクター
「スイスイ」下水道に関するご相談・お問合せは上下水道課まで　☎75－6025　

「下水道　見えないしごとに　金メダル｣
令和元年度　下水道推進標語 下水道への加

入、よろしく

お願いしま～

スイスイ！

県外にお住まいのご家族、ご友人にお伝えください！

青森暮らしセミナーを開催します　

　先輩移住者のトークイベントのほか、個別相談会では、しごと・暮

らし・住まいなど、ふるさとへのUターンをお考えの皆さんの疑問や、
不安・心配事の相談に対応し、サポートします。首都圏在住の青森県
出身者の皆さんの参加をお待ちしています。

☆日　　時　令和２年１月13日(月・祝)　午後２時～午後５時30分
☆場　　所　秋葉原UDXギャラリー(東京都千代田区神田４－14－１)
　※詳細は、青森県移住・交流ポータルサイト｢あおもり暮らし｣　　
　　(https://www.aomori-life.jp/)をご覧ください。

☆申込・お問合せ　青森県地域活力振興課　移住・交流推進グループ　
　　　　　　　　 ☎017ー734ー9174　E-mail ijukoryu@pref.aomori.lg.jp

石綿(アスベスト)による疾病の労災補償制度について

　石綿(アスベスト)を吸い込むことにより発症する疾病には、肺がん、

中皮腫、びまん性胸膜肥厚など呼吸器系疾病が多く、その潜伏期間は

石錦を吸ってから30年以上と非常に長いことが特徴です。

　石綿による疾病と認定された方は、労災保険もしくは石綿健康被害

救済制度に請求することで給付を受けることができます。心あたりの

ある方や、制度の詳細を確認したい方は青森労働局労災補償課又は最

寄りの労働基準監督署にご連絡ください。また、厚生労働省ホームペ

ージ(https://www.mhlw.go.jp/)もご覧ください。

☆お問合せ　青森労働局労災補償課　5017ー734ー4115

親子でパティシエ体験をしてみよう

　在宅の未就学児とその保護者を対象に、お菓子づくり体験を行いま

す。参加は無料です。親子で楽しくパティシエ体験してみましょう。

☆日　　時　令和２年１月21日(火)　午前10時30分～正午

☆場　　所　町地域子育て支援センター(藤崎保育所内）

☆講　　師　イシザワ菓子舗　石澤 久敏 氏

☆持 ち 物　エプロン、三角巾

☆募集人数　16名

☆申込締切　令和２年１月14日(火)

☆申込・お問合せ　町地域子育て支援センター　☎75ー6131

　　　　　　　　　藤崎保育所　　　　　　　　☎75ー3305

藤崎いきいき生活大学１月開催講座のお知らせ

おいしい韓国料理を作ってみよう

　家庭で気軽に楽しめる、韓国のおいしい家庭料理を作ってみませんか。

☆日　　時　令和２年１月23日(木)　午前９時30分～正午

☆場　　所　町文化センター ２階｢創作実習室｣

☆講　　師　佐藤 慶子 氏

☆メニュー　キムチチゲ、韓国風のり巻きキンパ

☆材 料 費　1,500円

☆持 ち 物　エプロン、三角巾、手拭き 

☆募集人数　16名

☆申込締切日　令和２年１月14日(火)　※材料費を添えてお申込みください。

☆申込・お問合せ　常盤生涯学習文化会館　 565－3100

　　　　　　　　  町文化センター　　　   575－3311

弘前地区環境整備センターからのお知らせ

◎｢エコでＸmasリトミック｣参加者募集
　
　身近な材料をリユースして、音とリズムで楽しく遊びませんか。

☆日　　時　12月22日(日)　午前10時～正午　
☆講　　師　Private Salon musicaTmo(ムジカティーモ)
　　　　　　代表　大藤 朋美 氏
☆参 加 料　無料  
☆持 ち 物　新聞紙４枚、ペットボトル２本(500ml・キャップ付き)
　　　　　　※動きやすい服装でお越しください。
☆募集人数　20組
☆申込受付　受付中

◎｢リサイクルそり作り教室｣参加者募集

　木材と竹ざおの切れ端を使ってそりを作ってみませんか。

☆日　　時　令和２年１月11日(土)　午前10時～正午
☆講　　師　尾崎 行雄 氏
☆参 加 料　無料
☆持 ち 物　金づち
☆募集人数　15組　※１人での参加も可能です。１組１台となります。
　　　　　　　　　　小学生の場合は保護者の同伴が必要です。
☆そ の 他　そりを作った後は屋外でそりを使って遊びます。
　　　　　　参加する人はスキーウエア、手袋を持参してください。
☆申込受付　12月24日(火)　午前９時～
☆場所(共通) 弘前地区環境整備センタープラザ棟　 　　　　　　       
　　　　　　(弘前市町田字筒井６－２)　

☆お問合せ　弘前地区環境整備センタープラザ棟 　536ー3388
　　　　　　受付時間：午前９時～午後４時　　　　　　　　
　　　　　　※月曜日は休館、月曜日が祝日の場合は翌日が休館
　　　　　　※年末年始(12月29日(日)～令和２年１月３日(金))は休館

｢令和元年度優良運転者｣の表彰手続のお知らせ

　弘前交通安全協会では、受賞資格のある会員の方を｢優良運転者｣と

して表彰します。｢優良運転者｣の受賞資格があり、表彰を希望する会

員の方は、弘前交通安全協会にお越しください。

☆受賞資格　いずれも｢令和元年12月31日｣を基準日とします。

　○弘前交通安全協会の会員であること

　○免許取得年が｢昭和24、29、34、39、44、49、54、59年｣、

　　｢平成１、６、11、16、21、26年｣であること

　○過去10年間、自己の責任による人身交通事故を起こしたことがないこと

　○過去５年以内に、運転免許の停止又は取消を受けたことがないこと

　○過去３年以内に、交通違反(軽微な違反を除く)がないこと

　○運転免許証の現住所が、藤崎町、弘前市、西目屋村となっていること

　○優良運転者の表彰を希望される方であること

☆受付期間　令和２年１月６日(月)～１月24日(金)

☆手続費用　運転記録証明書交付申請料　670円

☆持 ち 物　交通安全協会会員証、運転免許証、印鑑(認印)

☆受付場所・お問合せ　弘前交通安全協会(弘前警察署１階)　☎32ー2790

弘前高等技術専門校入校生を募集します　

　弘前高等技術専門校では、令和２年度の入校生を募集します。

☆定　　員　造園科15名、配管科20名　　　　　　
☆訓練期間　１年間
☆対 象 者　離職者、求職者
☆応募期間　令和２年１月６日(月)～２月７日(金)　
☆申 込 先　最寄りのハローワーク
☆試 験 日　令和２年２月14日(金)
☆試験科目　作文、面接

☆お問合せ　弘前高等技術専門校　☎32ー6805


